
今
回
の
登
場
人
物

Ａ
さ
ん
（
女
性
）
は
、

高
校
を
卒
業
し
て
す

ぐ
に
民
間
企
業
へ
正

社
員
で
就
職
。
し
か

し
、
バ
ブ
ル
不
況
に

翻
弄
さ
れ
、
勤
務
先

が
倒
産
。
三
〇
歳
で

無
職
と
な
り
、
そ
の

後
三
十
二
歳
で
結
婚
。

夫
は
公
務
員
で
、
い

わ
ゆ
る
専
業
主
婦
と

し
て
五
十
九
歳
ま
で

過
ご
す
、
と
い
う
設

定
で
す
。

そ
れ
で
は
、
Ａ
さ
ん

の
三
十
一
歳
ま
で
の

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と

年
金
制
度
と
の
か
か

わ
り
を
見
て
行
き
ま

し
ょ
う
。

ま
ず
は
、
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ａ
さ
ん
の
人
生
に
は
、
い
く
つ

か
の
大
き
な
出
来
事
（
就
職
と
退

職
、
結
婚
と
離
婚
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
出
来
事
が
発
生
し
た
と
き

に
、
年
金
制
度
に
対
す
る
手
続
き

を
行
な
う
か
否
か
に
よ
っ
て
、
六

十
五
歳
か
ら
受
給
す
る
年
金
額
に

大
き
く
影
響
し
ま
す
。

就
職
時
や
海
外
赴
任
時
に
は
、

勤
務
先
で
年
金
加
入
等
の
手
続
き

が
行
な
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
退

職
後
は
自
分
で
国
民
年
金
第
一
号

被
保
険
者
へ
の
切
替
え
手
続
き
を

行
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ａ
さ
ん
の
退
職
理
由
は
『
勤
務
先

倒
産
に
よ
る
退
職
』
で
す
の
で
、

国
民
年
金
へ
の
切
替
え
時
に
国
民

年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申

請
を
あ
わ
せ
て
行
な
い
ま
す
。
保

険
料
の
納
付
額
を
減
額
ま
た
は
免

除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。

な
お
、
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
は
、

全
額
免
除
以
外
は
毎
年
提
出
し
な

け
れ
ば
減
額
ま
た
は
免
除
と
な
り

ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。次

回
は
、
Ａ
さ
ん
の
三
十
二
歳

か
ら
の
ラ
イ
フ
・
イ
ベ
ン
ト
と
年

金
制
度
と
の
関
わ
り
を
ご
紹
介
し

ま
す
。
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登
場
人
物
Ａ
さ

ん
の
場
合

『
人
生
山
あ
り
谷
あ
り
』

今
月
か
ら
約
一
年
に
わ
た
り
、
国
民
年
金
・
厚

生
年
金
保
険
・
共
済
年
金
（
公
的
年
金
制
度
）
と

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
の
関
係
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

１８歳

（正社員・民間企業就職決定）

厚生年金保険に加入 （第２号被保険者） 社会保障協定（※）により二重加入なし

国民年金へ切替え（第１号被保険者）
と同時に保険料免除申請を行なう

収入が少なく、
引き続き保険料免除申請を行なう

注）Ａさんに起こるアクシデントは、架空の出来事です

（※）社会保障協定とは

日本と社会保障協定を締結している国への就労時に、年金制度の二重加入と保険料納付を避け、

相手国で負担した保険料が掛け捨てにならないように、一定の要件を満たせば、相手国の年金

制度の加入が免除される協定です。

２７歳
（ドイツ支店へ２年間赴任）

３１歳

（短期アルバイトを始める）
３０歳

（バブル崩壊で勤務先倒産！）

Q

当
社
の
正
社
員
は
入
社

五
ヶ
月
目
で
す
。
本
日

ま
で
欠
勤
な
く
就
労
し
て
い
ま

し
た
が
、
先
日
自
宅
の
段
差
で

足
首
を
ね
ん
ざ
し
ま
し
た
。
大

事
を
取
っ
て
一
週
間
ほ
ど
休
み

た
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
と
き
に
来
月
付
与
予

定
の
年
次
有
給
休
暇
一
〇
日
の

う
ち
、
五
日
分
を
先
に
付
与
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

Ａ
結
論
か
ら
申
し
ま
す

と
、
入
社
六
ヵ
月
後

（
ま
た
は
次
年
度
）
に
発
生

す
る
年
次
有
給
休
暇
を
発
生

前
に
“
前
渡
し
”
と
し
て
付

与
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

入
社
六
ヵ
月
後
（
ま
た
は
次

年
度
）
に
は
労
働
基
準
法
で

定
め
る
法
定
の
日
数
以
上
を

付
与
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。も

し
、
御
社
で
前
渡
し
認

め
ら
れ
て
五
日
間
付
与
さ
れ

た
と
し
て
も
、
あ
ら
た
め
て

入
社
６
ヵ
月
経
過
時
点
で
発

生
す
る
年
次
有
給
休
暇
一
〇

日
を
そ
の
ま
ま
付
与
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

有
給
休
暇
の前

渡
し
は
？



次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
（
以
下
「
次
世
代
法
」
）
に

基
づ
き
、
一
般
事
業
主
行
動
計

画
を
策
定
（
※
）
し
た
企
業
の

う
ち
、
行
動
計
画
に
定
め
た
目

標
を
達
成
し
た
一
定
の
基
準
を

満
た
す
企
業
に
対
し
て
、
「
子

育
て
サ
ポ
ー
ト
企
業
」
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
認
定
を
受
け
た
企
業
の

証
が
「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」
で

す
。
取
得
の
効
果
は
、
会
社
の

イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
と
、
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
と
取
得
・
新

築
・
増
改
築
等
し
た
建
物
等
に

つ
い
て
割
増
償
却
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
税
制
優
遇
措
置
が
受

け
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

こ
の
認
定
マ
ー
ク
を
広
く
周

知
す
る
た
め
、
平
成
十
九
年
に

一
般
か
ら
マ
ー
ク
の
愛
称
を
募

集
し
、
「
く
る
み
ん
」
と
い
う

愛
称
に
決
定
し
ま
し
た
。
赤
ち
ゃ

ん
が
大
事
に
包
ま
れ
る
「
お
く

る
み
」
と
「
職
場
ぐ
る
み
、
会

社
ぐ
る
み
」
で
仕
事
と
子
育
て

の
両
立
支
援
に
取
り
組
も
う
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。七

年
後
の
今
年
、
次
世
代
法

の
改
正
に
伴
っ
て
「
く
る
み
ん

マ
ー
ク
」
の
見
直
し
が
行
な
わ

れ
、
新
し
い
「
く
る
み
ん
マ
ー

ク
」
と
「
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん

マ
ー
ク
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」
は
今
回

デ
ザ
イ
ン
の
一
部
が
変
更
さ
れ
、

認
定
の
取
得
回
数
が
一
目
で
わ

か
る
よ
う
に
、
取
得
回
数
に
応

じ
て
星
が
増
え
て
い
く
マ
ー
ク

と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
新
た
に
作
成
さ
れ
た

「
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」

は
、
く
る
み
ん
マ
ー
ク
を
取
得

し
て
い
る
企
業
の
う
ち
、
さ
ら

に
両
立
支
援
の
取
組
が
進
ん
で

い
る
企
業
が
一
定
の
基
準
を
満

た
し
、
特
例
認
定
（
プ
ラ
チ
ナ

く
る
み
ん
認
定
）
を
受
け
た
場

合
に
表
示
で
き
る
マ
ー
ク
と
な
っ

て
い
ま
す
。

「
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
マ
ー

ク
」
は
、
マ
ン
ト
と
王
冠
が
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
て
、
く
る
み

ん
マ
ー
ク
取
得
企
業
よ
り
も
両

立
支
援
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

こ
と
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

（
※
）
一
般
事
業
主
行
動
計
画

（
以
下
「
行
動
計
画
」
）
と
は

次
世
代
法
に
基
づ
き
、
企
業
が
従

業
員
の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を

図
る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備
や
、

子
育
て
を
し
て
い
な
い
従
業
員
も

含
め
た
多
様
な
労
働
条
件
の
整
備

な
ど
に
取
り
組
む
に
当
た
っ
て
、

（
1
）
計
画
期
間
、

（
2
）
目
標
、

（
3
）
目
標
達
成
の
た
め
の
対
策

及
び
そ
の
実
施
時
期
を
定
め
た
も

の
で
、
法
律
の
有
効
期
限
が
平
成

三
十
七

年
三
月

三
十
一
日
ま
で
延

長
さ
れ
ま
し
た
。

従
業
員
一
〇
一
人
以
上
の
企
業

に
は
、
行
動
計
画
の
策
定
・
届
出
、

公
表
・
周
知
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
な
お
、
一
〇
〇
人
以
下

の
企
業
に
お
い
て
は
努
力
義
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。

一
〇
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

（
翌
年
一
月
五
日
）

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

本
年
最
後
の
給
料
の
支
払
を
受
け

る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申

告
書
兼
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特

別
控
除
申
告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］

賞
与
支
給
月
の
場
合

○
賞
与
を
支
給
し
た
と
き
：
支
払

日
の
翌
日
か
ら
五
日
以
内
に
賞
与

支
払
届
と
賞
与
支
払
届
総
括
表
の

提
出
［
年
金
事
務
所
］

○
賞
与
の
支
給
が
な
か
っ
た
と
き
：

賞
与
支
払
届
総
括
表
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］
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今
年
も
あ
と
わ
ず
か
と
な
り

ま
し
た
。
年
初
め
に
「
今
年
こ

そ
は
！
」
と
立
て
た
計
画
の
う

ち
、
い
く
つ
達
成
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

一
年
は
瞬
く
間
に
過
ぎ
て
行

き
ま
す
。
来
年
も
平
穏
無
事
に

過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
・
・
・
。

（
ぎ
ん
）

十
二
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-26-203

編
集
後
記

「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」
と
は

マ
ー
ク
を
一
新

新「くるみんマーク」

「プラチナくるみん」


